
（様式－１） （令和元年９月２日作成）

事務名 大量排水協議
電話　03-5320-6615

《事務処理フロー図》 《事務処理フロー図の説明》

標準処理期間　計180日 項番 項　目 説　　明

事　　務　　処　　理　　フ　　ロ　　ー　　図
作成部署　下水道局施設管理部管路管理課（調整担当）　

申
請
者

① 内容確認
提出された書類を、排水量・敷地面
積・延床面積等の条件と照合します。

② 協議

排出汚水量・雨水量・循環利用水量な
どについて申請者と協議します。
排水量が規定量を超えるときには排水
調整槽の設置について協議します。

備
考

申請

申請者は、新たに建築又は増改築をす
る場合には、あらかじめ｢排水に関す
る事前協議書｣を提出します。協議に
基づく設計が完了したのち正式に申請
します。

下
水
道
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③ 回答

申請者・関連部署との協議が成立した
後、協議の回答書を作成し伝達しま
す。
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①内容確認 
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議
 

③回答 

内容確認・回答書作成 

建築物の計画 

（協議条件に合致） 

協議に基づく設計 申
請
 

２０日程度 １０日程度 １５０日程度 

申
請
 

受付 


